
広島市告示第２８２号  

令和８年５月２０日  

 

 広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下「条例」という。）第１４

条第１項に規定する令和８年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のと

おり決定しましたので、同条第２項において準用する条例第１０条第３項の規定により告

示します。 

 

広島市長  松 井 一 實        

 

１ 条例第１４条第１項第１号アに掲げる額       ２１，８６０円 

 

２ 条例第１４条第１項第１号イに掲げる額 

  条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額 ２１，２８３円 

  条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額 １０，６４２円 

  条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額 １５，９６３円 

 

３ 条例第１４条第１項第２号アに掲げる額       １５，６１４円 

 

４ 条例第１４条第１項第２号イに掲げる額 

  条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額 １５，２０２円 

  条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額  ７，６０１円 

  条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額 １１，４０２円 

 

５ 条例第１４条第１項第３号アに掲げる額        ６，２４６円 

 

６ 条例第１４条第１項第３号イに掲げる額 

  条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額  ６，０８１円 

  条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額  ３，０４１円 

  条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額  ４，５６１円 

 


